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2 平成 27年 3月 31日(火曜日) 石川県公報 号 外

別記第4号様式(附則第 6項関係)

不動産取得税徴収猶予申告書(住宅性能向上改修住宅関係)

年 月 日

石川県 事務所長様

住 所

氏名又は

名 称、 @ 

次のとおり徴収猶予を受けたいので、申告します。

所 在

家 屋 番 号

キ毒 造

取得した住宅

床 面 積

取得年月 日 年 月 日

取得の日から 2年
年 月

を経過する日
日

参考事項

年度 年度 税 額 円

賦課税額
納税通知書

納期限 年 月 日
番 号

第 号

徴 収 猶 予 を F二EえL け よ つ と す る 額 円

※減額処理

年月日
年 月 日

※徴収猶予取消

決定年月日
年 月 日

年月日
年 月 日

備考 1 ※印の欄は、記載しないでください。

2 この申告書には、改修工事対象住宅(新築後10年以上経過した住宅)の取得の日から 2年以内に、

地方税法施行令附則第 9条の 3第 1項に規定する改修工事を行うこと、当該住宅が同条第 2項の要

件に該当するものであること及び当該住宅を個人に譲渡することを証するに足る書類を添付してく

ださい。

3 申告者本人(法人にあっては、代表者に限る。)が署名する場合は、押印を省略することができ

ます。
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( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 'f920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 'f921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076)292-2236


